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意  見  書 （案） 

 

過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持する

ため、所要の施策を講じられるよう要望いたします。 

 

（理 由） 

過疎対策については、昭和 45 年の「過疎地域対策緊急措置法」

制定以来、４次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎

対策事業が実施され、過疎地域における産業の振興や生活基盤の

整備などに一定の成果を上げたところであります。 

しかしながら、著しい人口減少や高齢化の進行、農林水産業の

衰退、維持が危ぶまれる集落の発生や身近な生活交通の不足、地

域医療の危機など依然として過疎地域は極めて深刻な問題に直面

しています。 

また、熊本地震の影響で過疎市町村の財政状況については大変

厳しい状況が続いている中、今般の令和２年７月豪雨により、県

内の多くの過疎市町村が甚大な被害を受けており、更に厳しい財

政状況となることが予想されます。 

過疎地域は、国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有

するふるさとの地域であり、都市に対する食料・水・エネルギー

の供給、国土・自然環境の保全、癒やしの場の提供、災害の防止、

森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしています。 

過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は、国

民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられて

きたものであります。 



現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和３年３月末をも

って失効することとなりますが、過疎地域が果たしている多面

的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎

地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮

らしを支えていく政策を確立・推進することが重要であります。 

よって、政府におかれては、下記の事項について措置されるよ

う強く要望いたします。 

 

記 

 

１ 現行法の期限終了後も、地方の実態に即した地域の指定を含

め、引き続き、過疎地域の振興が図られるよう新たな過疎対策

法を制定するとともに、過疎対策事業債をはじめとする各種支

援制度を充実・強化すること。 

２ 新法においても、現行法第 33 条の規定による「市町村の配置

分合等があった場合の特例」（いわゆるみなし過疎及び一部過

疎）を引き続き堅持すること。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出いたします。 
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